
【交通費】実費支給（上限 月額30,000円まで）

ご担当者様へ
　
不採用の応募者にご連絡を差し上げない場合（書類選考を通過された方のみにご連絡される
場合等）
は、その旨、求人原稿にも具体的にご記載ください。
不採用者に連絡をしない求人に対し、会員からご意見やお問合せを頂くことが増えているた
め、
ご協力をお願いしております。

・・・・・・・以下、原稿サンプルです・・・・・・・

【急募】千葉市(中央区・稲毛区) 就労支援員募集のご案内

千葉市（中央区・稲毛区）で、生活保護受給者への就労支援を行う支援員を募集しておりま
す。
支援対象者に寄り添い、関係機関と連携しながら、早期自立・就業実現に向けての支援を行
っていただける意欲のある方のご応募をお待ちしております。

【募集職種】 千葉市(中央区・稲毛区) 就労支援員

【職務内容】　
・生活保護受給者就労支援
・カウンセリング
・応募書類の作成支援、報告書の作成
・面談レポート作成、福祉事務所など関係機関との連携
・関係機関への同行など

【就労場所】
・中央区：千葉市中央区○○○○ △△センター内
・稲毛区：千葉市稲毛区○○○○ △△センター内

【雇用形態】正社員以外（業務社員）

【雇用期間】雇用期間の定めあり（初回契約2ヶ月）、契約更新の可能性あり(条件つきで
更新あり)

【勤務日数】週5日勤務

【勤務時間】8時30分～17時30分（休憩時間60分／実働8時間）

【休日等】土・日・祝日・年末年始 週休二日制 毎週（年間休日数 121日）

【賃　　　金】時給1,800円～2,000円　（月額換算　292,320円～324,800円）
　　　　　　　＊時給×8時間×20.3日＝月額換算



【交通費】実費支給（上限 月額30,000円まで）

【加入保険】雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金　＊健康保険・厚生年金は初回更新
以降に加入

【募集人数】2名（各区1名ずつ）

【必要な資格】国家資格キャリアコンサルタント

【必要な経験】キャリアコンサルティングの経験があれば尚可

【必要なPCスキル】Excel、Word、メール等、常時使用

【勤務開始日】随時（早期就業可能な方を希望します）

【選考方法】
履歴書、職務経歴書をご郵送ください。
書類選考を通過された方は、随時面接を行わせていただきます。
お送り頂いた応募書類は、選考終了後、当方で責任を持って廃棄させて頂きますのでご了承
下さい。

【募集元：応募書類郵送先・問合せ先】
〒108-0044　東京都港区芝〇-△　森永プラザビル本館〇階
○○○○ ㈱ 東日本第二公共運用課「千葉市生保係」宛
担当：〇〇宛
TEL:03-6386-××
メール:××@***.co.jp

※その他、詳細はハローワーク求人もご確認ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html
（ハローワーク求人番号）
・中央区：13040-3734****
・稲毛区：13040-3734****


